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北本市手数料条例の一部改正について 

 

 北本市手数料条例の一部を次のように改正する。 
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北本市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 北本市手数料条例（平成１２年条例第９号）の一部を次のように改正

する。 

 第２条第１項中第７９号を第８０号とし、第４０号から第７８号まで

を１号ずつ繰り下げ、第３９号中「仮設建築物の」を「仮設興行場等の」

に改め、同号を同項第４０号とし、第３８号の次に次の１号を加える。 

 (３９) 建築基準法第４３条第２項第１号の規定による建築物の敷地と道

路との関係の建築認定を申請する場合の手数料の額 認定申請１件

につき ２７，０００円 

 第２条第４項中「第１項第４９号」を「第１項第５０号」に改める。 

 第３条第１項中「前条第１項第４９号」を「前条第１項第５０号」に

改める。 

 第５条第８項中「第２条第１項第５０号から第７９号まで」を「第２

条第１項第５１号から第８０号まで」に改める。 

 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


